
邑楽町農業用用排水路等管理事業補助金交付要綱 
 
 
（目的） 
第一条　町長は、農業生産力の増進と農業経営の改善を図るため、農業用用排水路等管理

事業（以下「事業」という。）を行う者に対し、当該事業に要する経費について、この要

綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。 
（用語の意義） 
第二条　この要綱において、掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。 
　一　農業用用排水路等管理事業　事業費２００万円以下の事業をいう。 
（補助対象事業） 
第三条　前条に規定する事業及び補助基準等は次のとおりとする。 

 
（事業施行者） 
第四条　事業の施行者は、土地改良区、農業協同組合、法人格を持たない組合、その他町

長が適当と認めたものとする。 
（補助率） 
第五条　事業経費に対する補助率は、次のとおりとする。 
　１　用水路・揚水機に係る事業費の３０％以内 
　２　整地・深耕・客土に係る事業費の２０％以内 
　３　暗渠排水に係る事業の１０％以内 
　４　その他特認事業は町長が認めた率とする 
　　ただし、同条第１項から第４項までの事業を組み合せた事業は事業費比率の高い率と

する。 
 

 事業区分 補助基準

 

１ 用水路・揚水機に係る事業

受益面積２０アール以上 
事業費５万円以上 
受益戸数２戸以上

 

２ 整地・深耕・客土に係る事業

受益面積２０アール以上 
事業費５万円以上 
受益戸数２戸以上

 

３ 暗渠排水に係る事業

受益面積２０アール以上 
事業費５万円以上 
受益戸数２戸以上

 
４ 特認事業

１から３事業以外のもであって、町長が認め

たもの



（申請） 
第六条　補助金を受けようとする者は、「邑楽町補助金等に関する規則」（昭和５３年３月

２７日規則２号）により申請書を町長に提出しなければならない。 
（実績報告） 
第七条　事業が完了したときは、「邑楽町補助金等に関する規則」（昭和５３年３月２７日

規則２号）により実績報告書を町長に提出しなければならない。 
（その他） 
第八条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
附　則 
この要綱は、告示の日から施行する。 


